
共同代表名又は署名録集約者名

岡山県内の動物保護関連機関にお願いいたします。

　岡山知事をはじめ県内の動物保護行政ご担当職員さま

　愛護動物は命あるもであることにかんがみ、人との共生に配慮するとの法の精神のもとで、動物愛護管

理行政推進の為の御尽力に有り難く厚く御礼申し上げます。

　動物の保護及び管理に関する法律が動物の愛護及び管理に関する法律と改正されるに至り、「人と動物

が共存できる豊かな地域社会づくり」をテーマに掲げる岡山県や県内各地域行政などでは動物に関する条

例等の見直しや制定、また愛護動物に対する行政措置なども推進されていることと思います。

　さて、岡山県内では動物愛護法並びに政令や通知など（以下法など）が制定された昭和48年以前からの

動物行政実行に関わる慣習が、法などの施行以降も継承されています。例えばねこの掃討駆除を目的とし

た捕獲行為やねこの捕獲器具を県内の町村などが市民に貸与する措置などもそのひとつであり、ねこの駆

除用捕獲器具の貸与措置廃止と器具の廃棄を求めるものです。動物所管行政が現行法などに準拠しないま

ま、古くからの慣習などとして継続する行為の際の多くは「動物から人への侵害を防ぐ為の苦情処理政策」

とされ、法を超えた措置を実行している疑いがもたれることに基づく要請です。

　昭和48年以降に法などが制定されてからは「動物の生命尊重」あるいは「動物は命あるものであること

にかんがみ」とされ「人は動物との共生に配慮する」との法の精神が施行されており、動物の保護や管理、

または愛護や擁護に関する人の責務も定められています。

　現在岡山県内の「動物から人に対する侵害苦情処理対策」は、法などの施行以前の慣習で継承されるた

め、その行為が時として法などに觝触し、あるいは法を超えた措置との危惧がなされる際にも監視や規制、

指導などが充分ではありません。また、動物の取扱業や飼い主に対する法などの普及啓発を始め、指導や

規制、規則、監視なども充足されていません。

　このため、飼い主などから手放される放置放浪犬及びねこ等が生息するなどの現象が如実です。更に愛

護動物とされる犬及びねこ等を野犬や野猫などと呼称する掃討駆除も法などが制定される以前の慣習の中

で地域行政が関与しながら行われる事態です。加えて、飼い主や動物取扱業などに対し「動物と人との共

生に配慮する」ための適切な指導や普及啓発がなされないため、犬及びねこ等の愛護動物が遺棄され、殺

傷され、給餌給水を怠り衰弱させる虐待の他、犬及びねこの終生の適正飼養を目的としない飼い主や捕獲

行為者などへの行政の対策或いは監視や処罰も行われません。その結果、愛護動物対策としては致死処分

を含む終末処理が実行されることになり、法などがその精神とする命ある動物と人との共生を目的とする

動物保護政策や、動物へは飼養の継続や生存の機会を与えるように努めるなどとする国からの地域行政へ

の通知の実行などとは異なる措置が多くみられ、法の精神に基づかない諸々の行為が所管内に対策対象動

物を生み増やし、掃討駆除や致死終末処理対策などへと推移する循環が継続しています。

　法の精神を実行する動物保護対策は岡山県知事を始め、警察、消防、教育委員会などが互いに連係し実

を結ぶものであり、岡山県内の各機関が一体となった適切な動物保護行政の政策推進が切実緊急に望まれ

るものです。

　また、災害等は緊急に発生し「人命優先」ともいわれます。しかし「命ある動物」を擁護や保護管理で

きるのは人間だけです。災害時に岡山県が定める基本計画や措置等に、予め愛護動物対策への配慮が求め

られています。緊急災害時に避難所に流用される公的な建造物には、平素の建設計画段階から動物救護設

備を併設するなどの措置及び、飼い主などに対する緊急災害時の動物救護措置の普及啓発などが望まれる

ものです。

　以上法などに準拠した、適切な動物保護行政の推進を署名録を添えてお願いいたします。

　※この「お願い」は岡山県の動物愛護管理行政推進に寄与することを目的にされています。

アニマルウエルフェア連絡会
ＡＷＮ共同代表

平成13年　　　月　　　日



賛同し署名いたします。

岡山県知事殿　　岡山県議会議長殿　岡山県／教育委員会殿  警察本部長殿  消防局殿　岡山県内動物愛護管理担当殿

岡山県の動物保護に関わる各行政機関にお願いいたします。

1. 愛護動物は命あるものであることにかんがみ、人と動物の共生に配慮してください。

2. 動物愛護法及び政令ほかの、動物の法律の精神を尊び実行してください。

3. 県内の各行政機関は連係し、動物の擁護や愛護保護及び管理に関する普及啓発に努め、

　 指導や処罰、監視を速やかに行ってください。

4. 緊急災害時の基本対策計画には、動物への適切な措置を盛り込んでください。

岡山県動物保護行政は普及啓発を推進してください。

動物には命があり人との共生に配慮するとされていますが、岡山県の動物保護行政は関連する県内各機関との連携が充
分とはいえません。

アニマルウエルフェア連絡会
ＡＷＮ共同代表

その他の集約団体／

※この用紙は複写してお使いください。

※記入済みの署名をファックスでは集約しません。

※集約又は記入後は直接下記宛に郵送してください。
※郵送する際の封筒には差し出し人のご住所とお名前を必ず記入してください。
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